
   東大和市税条例等の一部を改正する条例 

 （東大和市税条例の一部改正） 

第１条 東大和市税条例（昭和２６年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条の４第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

  第３０条第４項を次のように改める。 

 ４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３３条の３第１項に規定する確定申告

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

  第３０条第６項を次のように改める。 

 ６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３３条の３第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額に

ついては、適用しない。 

  第３１条の７第１項第５号中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２

０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する民

法法人を含む。）」を削る。 

  第３１条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告

書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の都民税」

を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の都民税」に改める。 

  第３３条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する

源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己

と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。 

  第３３条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。 

 （２）所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事

業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第

４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円

以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

  第３３条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、



同条第１項中「であつて、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得

金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職

手当等（第４６条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係

る所得を有する者であつて、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）を

いう。第２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であつて

退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号

を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 （２）特定配偶者の氏名 

  第４３条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、

「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第

６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

  第４６条の６中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

  第５９条の２第１項中「の手数料」を「（法第３８２条の４に規定する固定資産

課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料」に改め

る。 

  第５９条の２の２第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該

証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

  付則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３

年」を「令和７年」に改める。 

  付則第１０条の２中第２５項を第２７項とし、第２４項を第２６項とし、第２３

項を第２４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

 ２５ 法附則第１５条第４４項に規定する固定資産税の課税標準に係る市の条例で

定める割合は、４分の３とする。 

  付則第１０条の２中第２２項を第２３項とし、第２項から第２１項までを１項ず

つ繰り下げ、第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市の条例で定める割合は、５分の４と

する。 

  付則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」

に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防

止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特定熱損失防

止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修

住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工

事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

  付則第１６条の３第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式



等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る

配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について

特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた

場合に限り適用する。 

  付則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７

条の８」に改める。 

  付則第１８条の３の２第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

３３条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるときに限り、適用する。 

  付則第１８条の３の３第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

３３条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるときに限り、適用する。 

  付則第１８条の３の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年

分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの

項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削り、「第２章第１節第５款」

を「同款」に改める。 

  付則第１８条の７の４を削る。 

  付則第１８条の１２を付則第１８条の１３とし、付則第１８条の１１の次に次の

１条を加える。 

  （法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

 第１８条の１２ 法附則第１５条第４４項に規定する都市計画税の課税標準に係る

市の条例で定める割合は、４分の３とする。 

  付則第２２条の７中「付則第２０条」を「付則第１９条、第２０条」に改める。 

  付則第２２条の８中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６

項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第４２項

若しくは第４３項」を「第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５

項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４項」

に改める。 

 （東大和市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 東大和市税条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条のうち、東大和市税条例第３３条の３の３第１項の改正規定中「控除対象



扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳

未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

  附則第２条第２項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２１条第２項

及び第３３条の３の３第１項並びに付則第５条第１項の規定」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中東大和市税条例第３３条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第３

３条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例付則第７条の３の

２第１項及び付則第１７条の２第３項の改正規定並びに同条例付則第１８条の７

の４を削る改正規定並びに第２条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並び

に附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

（２）第１条中東大和市税条例第３０条第４項及び第６項、第３１条の９第１項及び

第２項、第３３条の２第１項ただし書並びに第４６条の６の改正規定並びに同条

例付則第１６条の３第２項、付則第１８条の３の２第４項並びに付則第１８条の

３の３第４項の改正規定並びに同条第６項の改正規定（「第２章第１節第５款」

を「同款」に改める部分を除く。）の改正規定並びに第２条中東大和市税条例等

の一部を改正する条例附則第２条第２項の改正規定並びに附則第３条第３項の規

定 令和６年１月１日 

（３）第１条中東大和市税条例第１５条の４第１項、第５９条の２第１項及び第５９

条の２の２第１項の改正規定並びに次条並びに附則第４条第４項及び第５項の規

定 民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号に

掲げる規定の施行の日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の東大和市税条例第１５条の４第１項

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定によ

る証明書の交付について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の東大和市税条例（以下「新条例」という。）第

３３条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下

この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第３３

条の３の２第１項に規定する給与等について提出する同項及び同条第２項に規定す

る申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改



正前の東大和市税条例（次項において「旧条例」という。）第３３条の３の２第１

項に規定する給与等について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第３３条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）について提出する新条例第３３条の３の３第１項に規定する

申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出

した旧条例第３３条の３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例に

よる。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の東大和市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例付則第１０条の２第２項の規定は、令和４年４月１日以後に取得される地

方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正後

の地方税法（次項において「新法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設

又は設備に対して課する令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例付則第１０条の２第２５項の規定は、令和４年４月１日以後に指定される

新法附則第１５条第４４項に規定する貯留機能保全区域（次条第２項において「貯

留機能保全区域」という。）内にある土地に対して課する令和５年度以後の年度分

の固定資産税について適用する。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の東大和市税条例第５９条の２第１

項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の

施行の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第

１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

５ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の東大和市税条例第５９条の２の２

第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規

定の施行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書

の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、



令和４年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計

画税については、なお従前の例による。 

２ 新条例付則第１８条の１２の規定は、令和４年４月１日以後に指定される貯留機

能保全区域内にある土地に対して課する令和５年度以後の年度分の都市計画税につ

いて適用する。 
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東大和市税条例等の一部を改正する条例 



1 

東大和市税条例等の一部改正について 

 

１ 改正趣旨 

令和４年度税制改正による地方税法等の改正に伴い、市税条例等の規定の整備を行う。 

 

２ 主な改正内容 

＜住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の延長・見直し＞ 

所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者について、所得税額から控除しきれなか

った額を、所得税の課税総所得金額等の控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除

する措置を令和７年居住分まで延長する。 

なお、控除限度額については、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したこと 

から、所得税の課税総所得金額等の７％（最高１３万６，５００円）から５％（最高 

９万７，５００円）に引き下げる。 

 改正前 改正後 

居住年 平成２６年４月～令和３年１２月 令和４年１月～令和７年１２月 

控除限度額 
所得税の課税総所得金額等の７％ 

（最高１３万６，５００円） 

所得税の課税総所得金額等の５％ 

（最高９万７，５００万円） 

 

３ 概要説明 

（１）各条の改正概要 

 ア 第１条による改正（東大和市税条例の一部改正） 

条文 改正概要 

第１５条の４（納税証明書の

交付手数料） 

住所が明らかにされることにより、人の生命又は身体に

危害を及ぼすおそれがある場合等において、証明書に住

所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載した

ものを交付しなければならないこととする地方税法の改

正に伴う改正 

第３０条（所得割の課税標準） 特定配当等に係る総合課税又は分離課税を、確定申告書

の記載によってのみ適用するための改正 

第３１条の７（寄附金税額控

除） 

公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金税額控除

について、平成２６年度から７年の経過措置の終了に伴

う改正 

第３１条の９（配当割額又は

株式等譲渡所得割額の控除） 

特定配当等に係る総合課税又は分離課税がある場合の特

別徴収税額の税額控除を、確定申告書の記載によって行

う改正 

第３３条の２（市民税の申告） 公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備等 

第３３条の３の２（個人の市

民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書） 

給与所得者の扶養親族申告書の記載事項に一定の配偶者

の氏名を追加する改正 
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条文 改正概要 

第３３条の３の３（個人の市

民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書） 

公的年金等受給者のうち、一定の配偶者等を有する者に

ついて、扶養親族等申告書の提出義務を追加する改正等 

第４３条（法人の市民税の申

告納付） 

地方税法の改正に伴う引用条項の整理 

第４６条の６（特別徴収税額

の納入の義務等） 

地方税法施行規則の改正に伴う引用条項の整理 

第５９条の２（固定資産課税

台帳の閲覧の手数料） 

住所が明らかにされることにより、人の生命又は身体に

危害を及ぼすおそれがある場合等において、固定資産課

税台帳に住所に代わるものとして総務省令で定める事項

を記載したものを閲覧に供しなければならないこととす

る地方税法の改正に伴う改正 

第５９条の２の２（固定資産

課税台帳に記載されている事

項の証明書の交付手数料） 

住所が明らかにされることにより、人の生命又は身体に

危害を及ぼすおそれがある場合等において、固定資産課

税台帳の記載事項証明書に住所に代わるものとして総務

省令で定める事項を記載したものを交付しなければなら

ないこととする地方税法の改正に伴う改正 

付則第７条の３の２ 住宅借入金等特別税額控除の延長・見直し（令和７年居

住分まで延長・控除限度額の引下げ）に伴う改正 

付則第１０条の２（法附則第

１５条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川に隣接する

低地等のうち、都市浸水の拡大を抑止する効用があるも

のとして貯留機能保全区域の指定を受けた土地につい

て、「わがまち特例」（固定資産税の軽減のための課税標

準の特例措置）の対象に加える規定の新設等 

付則第１０条の３（新築住宅

等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等に伴う

改正 

付則第１６条の３（上場株式

等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例） 

申告分離課税を、所得税での適用がある場合に限り適用

するための改正 

付則第１７条の２（優良住宅

地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例） 

地方税法の改正に伴う引用条項の整理 

付則第１８条の３の２（特例

適用利子等及び特例適用配当

等に係る個人の市民税の課税

の特例） 

特例適用配当等の申告方式の選択に係る規定の整備 
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条文 改正概要 

付則第１８条の３の３（条約

適用利子等及び条約適用配当

等に係る個人の市民税の課税

の特例） 

条約適用配当等の申告方式の選択に係る規定の整備等 

付則第１８条の７の４（新型

コロナウイルス感染症等に係

る住宅借入金等特別税額控除

の特例） 

住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しに伴う条の削

除 

付則第１８条の１２（法附則

第１５条第４４項の条例で定

める割合） 

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川に隣接する

低地等のうち、都市浸水の拡大を抑止する効用があるも

のとして貯留機能保全区域の指定を受けた土地につい

て、「わがまち特例」（都市計画税の軽減のための課税標

準の特例措置）の対象に加える規定の新設 

付則第１８条の１３（改修実

演芸術公演施設に対する都市

計画税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申

告） 

付則第１８条の１２の新設に伴い、同条から条繰下げ 

付則第２２条の７ 読替準用に関する規定の整備 

付則第２２条の８ 地方税法の改正に伴う引用条項の整理 

 

 イ 第２条による改正（東大和市税条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第２３号） 

の一部改正） 

条文 改正概要 

第３３条の３の３（個人の市

民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書） 

公的年金等受給者のうち、一定の配偶者等を有する者に

ついて、扶養親族等申告書の提出義務を追加する改正 

改正附則第２条（市民税に関

する経過措置） 

経過措置について規定の整備 

 

（２）改正附則の概要 

条文 概要 

附則第１条（施行期日） 条例の施行期日 

附則第２条（納税証明書に関

する経過措置） 

納税証明書の適用区分 

附則第３条（市民税に関する

経過措置） 

市民税の適用区分 

附則第４条（固定資産税に関

する経過措置） 

固定資産税の適用区分 
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条文 概要 

附則第５条（都市計画税に関

する経過措置） 

都市計画税の適用区分 

 


